
◆丹波市議員にかかる費用弁償について 

丹波市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（平成16年11月１日条例第40号） 

（費用弁償） 

第４条 議員が議員又は委員として職務を行うため市外に旅行するとき、又は議員が招集に応じ、若しくは常任委員会、議会運営委員

会、特別委員会、市民との意見交換会及び丹波市議会会議規則（平成16年丹波市議会規則第３号）第164条第１項に規定する協議又は

調整を行うための場に出席したときは、費用の弁償として、旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、丹波市職員等の旅費に関する条例（平成16年丹波 市条例第49号）

の規定を準用する。この場合において、同条例中「在勤地」とあるのは「居住地」と読み替える。 

 

 「丹波市職員等の旅費に関する条例」別表第１（第15条関係） 
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